コミュニティ協会賞表彰要綱
（目　的）

第１条　この要綱は、各地域におけるコミュニティ活動を通じ、西宮コミュニティ協会の目的である新しい地域社会を創造するため、尽力している個人を表彰することにより、さらに地域の発展向上に資することを目的とする。
（表彰の名称）

第２条　この要綱による表彰は、コミュニティ協会賞と称する
（被表彰者の範囲）

第３条　被表彰者の範囲は、おおむね５年以上にわたって、各地域コミュニティ活動の振興等、協会の目的を達成するための事業に精励し、その功績が優れた者とする。

（被表彰者の決定）

第４条　被表彰者は理事が原則１名を推せんし、協会役員（理事長、副理事長、専務理事、会計理事、常任理事）の承認によって決定する。
ただし、被表彰者数は理事の定員数を超えないものとする。
（表彰の方法）

第５条　被表彰者には、表彰状及び記念品（副賞）を授与して行う。
（表彰の期日）

第６条　表彰の期日は随時とするが、できる限り被表彰者の功績をたたえるにふさわしい機会（講演会、シンポジウム等）に行うものとする。
（補　則）

第７条　この要綱に定めるもののほか、表彰に必要な事項は別に定める。

付　則

この要綱は、平成７年４月１日より施行する。

　付　則
　　この要綱は、平成２１年５月２１日より施行する。
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